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新市場制度概要試案 

平 成 ２ ０ 年 ７ 月 ２ ９ 日 

株式会社東京証券取引所 

ロンドン証券取引所 

１．新市場の目的 

日本及びアジアの成長企業の現在の資金調達の状況などから見ると、資金調達サイドと資金供給サイドとの間には、以下のように、

既存の日本又はアジアの市場では満たせていない大きなファンディングギャップが存在すると考えています。 

 

日 本 企 業：確固たるビジネスモデルを有し、その実現のために必要なリスク資本に対して旺盛な需要を持つものの、既存市場か

らの資金調達、上場にはハードルを感じる企業が存在。他方、既存市場は、中長期的な観点からの企業価値評価に基づ

く投資が行われる市場とは必ずしもなっておらず、ＩＰＯができても、その後企業の成長段階に合わせた２次、３次の

資金調達が十分に行えていない。 

 

アジア企業：経済発展の著しいアジア地域において、リスク資本に対する旺盛な需要を有する企業が多数存在。その中には事業上

（消費者、取引先、技術提供元など）または資金提供元として、日本との関係を有する企業も多く、また日本の投資家、

資金の潜在力への期待も大きい。アジアの他の証券取引市場もこうした企業のニーズを十分に満たしきれていない。 

 

東証及び LSE は、新市場を創設することによって、上記のファンディングギャップを埋めることが可能であり、そこには、市場運

営者のみならず、株式発行体たる企業、投資家、証券会社、法律専門家、会計専門家など、関係者全てに大きなビジネスチャンスが

あると考えています。この新市場創設プロジェクトの成功は、そうした関係者の利益と、日本及びアジアの更なる経済発展に資する

ものと認識しています。 

 

２．新取引所の創設 

両取引所は新たに合弁会社を日本に設立し、今般の金融商品取引法の改正で導入された新たな法的枠組みであるプロ向け市場制度

に基づき、新市場を創設・運営することを計画しています。新市場の制度は、英国 AIM 市場の制度的枠組み及び Nomad 制度を基に、

日本及びアジア市場の実状にも合わせて、構築することとしており、両取引所は、この市場を通じて日本企業及びアジア企業、そし

て世界の投資家を惹きつけることができると確信しています。 
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東証は、日本やアジア地域における市場運営の経験及び知見を、LSE は世界で最も成功した成長企業市場の AIM の市場運営で得られ

た経験及び知見を新市場に提供します。 

 

３．法的枠組み 

 （ａ）新たな法的枠組み整備の背景と経緯 

・現行法下、株式市場に関する法的枠組みは、適格機関投資家のみの間で株式が流通する枠組み（プロ私募：米国 144Ａ市場に類

似）を除けば、投資家による区別はなく、全て一般投資家の直接参加が可能です。そのため、いわゆる新興市場（東証マザーズ

など）を含む日本の全ての取引所市場においては、一般投資家保護の強い要請を踏まえた規制体系となっており、その要請は近

年さらに高まっています。（本年４月から、内部統制報告書、四半期開示が義務化。） 

・諸外国では、プロ投資家を念頭に置いた自由度の高い市場が拡大しており、日本でも、プロ投資家を一般投資家と区別した市場

を整備する必要性が強く認識され、昨年末には、金融審議会金融分科会第一部会においてプロ向け市場制度の整備が提言されま

した。 

・金融庁は、この提言を受け、昨年末に発表した「金融・資本市場競争力強化プラン」の主要な項目として本件を取り上げました。

これに基づく「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（以下「改正金商法」という。）が、本年６月に成立、公布され、年内

の施行が予定されています。 

 

 （ｂ）新たな法的枠組みの主な特徴 

➢特定投資家に流通が限定される有価証券についての新たな開示制度（発行開示及び継続開示）を創設。 

特定投資家の範囲： 

✓適格機関投資家 

✓上場会社      ✓資本金 5億円以上の株式会社 

✓上記以外の法人（※） 

✓純資産額及び金融資産 3億円以上かつ 1年以上の取引経験のある個人（※） 

（※証券会社への申出、承諾により特定投資家とみなされる） 
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➢この新たな開示制度においては、開示書類の様式、言語、会計基準等は法定されず、市場開設者が定める。金融庁（財務局）へ

の開示書類提出も不要。 

➢ただし、虚偽記載、インサイダー取引に対する規制、大量保有報告制度、TOB 制度等は、現行の上場有価証券に対するものと同

様の規制・制度が適用される。 

 

４．資料 

詳細は以下のとおりです。 

・J-Nomad 制度及び上場制度は別紙１ 

・売買制度及び清算・決済制度は別紙２ 

・取引参加者制度は別紙３ 

 

５．新取引所の営業開始時期等 

平成２０年６月１３日に公布された改正金商法は、｢公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する｣とされており、遅くとも本年１２月１２日までに施行されることになります。合弁新会社は法律施行後速やかに取引所免許の申

請を行い、免許を得次第、営業を開始します。 

 

本「新市場制度概要試案」につきまして、皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしております。ご意見は本年８月２９日までに頂戴

できればと存じます。 

 

以 上 

 
《ご意見の宛て先》 

   http://www.tse.or.jp/rules/comment/index.html  

《お問合せ先》 

株式会社東京証券取引所 上場部 新市場プロジェクト担当（荒井、山本）  

０３－３６６５－１０５６、０３－３６６５－１７４７ 
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新市場における J-Nomad 制度及び上場制度について 

 

１．J-Nomad 制度 

項目 内容 備考 

 ・新市場を運営する新取引所は、新規上場申請者及び上場会社

が上場制度で定める責任を果たすための助言及び指導を行う

者として J-Nomad（仮称：以下同じ。）を指定するものとしま

す。 

・J-Nomad は、J-Nomad 制度で定める義務を履行するものとしま

すが、J-Nomad がより適切な措置があると判断する場合には、

柔軟に例外を認めるものとします。 

・新取引所は、新市場の創設の意義、

コンセプト、発展の方向性について

十分な理解を有し、責任を持って新

市場の運営を支える意欲と能力のあ

る会社を J-Nomad として指定するも

のとします。 

（１）J-Nomad の主な役割 ・J-Nomad は、以下に掲げる役割を果たさなければならないも

のとし、必要と認める場合に、担当する新規上場申請者又は

担当する上場会社に対して改善を求めるものとします。 

・なお、J-Nomad は担当する新規上場申請者及び上場会社から

独立し、利害の対立がないことが必要です。 

・J-Nomad がこの役割を果たすために、

新規上場申請者及び上場会社は、

J-Nomad に対して必要な情報を報告、

相談する義務を負うものとします。 

 

ａ 新規上場申請者に対す

る役割 

・J-Nomad は、担当する新規上場申請者に対して、以下に掲げ

る役割を果たさなければならないものとします。 

 

 （ａ）新規上場申請者及び新規上場申請に係る有価証券につい

て、新取引所が定める新規上場要件に照らし、当該有価証券

が新市場に上場することが適当であるか否かについて評価す

ること 

 

 

 （ｂ）新規上場申請者の上場申請書類の準備について支援する

こと 

 

 



別紙 １ 

- 2 - 

項目 内容 備考 

 （ｃ）新規上場申請に係る有価証券を新市場に上場することが

適当であると評価した場合、「上場適格性の評価に係る宣誓書

（仮称）」を新取引所に提出すること 

 

 

 

 

ｂ 上場会社に対する役割 ・J-Nomad は、担当する上場会社（以下「担当上場会社」とい

う。）に対して、以下に掲げる役割を果たさなければならない

ものとします。 

 

 

 

 （ａ）担当上場会社が上場継続要件及び上場後の義務を満たし

上場適格性を維持するようにすること 

 

 

・担当上場会社の経営体制等に大幅な

変更があった場合（合併、企業再編、

役員の大幅な変更等）、上場継続要件

を評価することが J-Nomad に対して

求められます。 
 （ｂ）担当上場会社に対する連絡責任者を選任すること ・新取引所と担当上場会社の間の連

絡・意思疎通は、J-Nomad を通じて行

うものとします。 

 （ｃ）担当上場会社が会社情報の開示を行う場合に、あらかじ

め当該開示に係る内容が投資者の視点に立った正確な会社情

報であることを確認及び助言すること 

・新取引所が上場会社の会社情報に関

し必要と認めた場合、当該上場会社

を担当上場会社とする J-Nomad に対

して照会を行うものとし、当該

J-Nomad は直ちに照会事項について

正確に報告するものとします。 

・上場会社・J-Nomad の間の情報授受、

又は上場会社・J-Nomad から新取引所

に対しての情報提供については、秘

匿事項なく全ての情報が授受又は提
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項目 内容 備考 

供できるよう相互の契約関係等を整

えなければならないものとします。 

 （ｄ）担当上場会社のコーポレート・アクション等について新

取引所が求める書類を、新取引所に提出すること 

 

 

 （ｅ）担当上場会社が発行する上場有価証券について「売買を

円滑にする取引参加者」を確保するとともに、担当上場会社

に係るアナリストレポートが発行されるよう努力すること 

 

・「売買を円滑にする取引参加者」の

権利及び義務の内容については、今

後検討します。 

・重要なコーポレート・アクション（増

資等）の実施時又は定期的なタイミ

ング等において、アナリストレポー

トが発行されることが強く望まれま

す。 

・アナリストレポートが発行されるよ

うな努力とは、担当上場会社のアナ

リスト説明会等の促進、サポート等

のほか、リサーチ会社等にレポート

の作成を促す努力が考えられます。 

（２）J-Nomad の資格   

ａ 資格申請 ・J-Nomad の資格を取得しようとするものは、新取引所に申請

を行わなければならないものとします。 

 

・J-Nomad は金融商品取引業者である

ことを資格要件とはしませんが、

J-Nomad として必要な経験と専門性

を有していることが必要です。 

ｂ 資格取得の審査 ・J-Nomad の資格取得の審査は、以下に掲げる事項について新

取引所が行うものとします。 
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項目 内容 備考 

 （ａ）最近２年間においてコーポレート・ファイナンスに関

する事業実績がある法人であること 

 

 

 （ｂ）新取引所から認定を受けている複数の常勤の幹部社員

（J-Qualified Executive：J-QE（仮称：以下同じ。））がい

ること 

 

 

・J-QE の資格は個人に付与されます。 

・J-Nomad は担当上場会社を担当する

J-QE を特定するものとし、J-QE１人

が担当する担当上場会社の数が適切

なものとなるようにしなければなら

ないものとします。 

・J-QE としては、IPO 案件のプロセス

全体を統括し、その中で発行会社の

経営陣にハイレベルのアドバイスを

行った経験を有する者で、新取引所

の運営の趣旨を十分理解し、新取引

所の発展に貢献できると新取引所が

認めた者、といった要件を考えてい

ますが、さらに具体的な要件、認定

の手続き等について今後検討するも

のとします。 

・なお、英国 AIM では、①Nomad の常

勤社員、②過去 3 年間にコーポレー

ト・ファイナンスに関連する業務を

担当、③当該 3 年間において、一定

規模のファイナンス案件３件以上に

ついて主たる役割を担ったことがあ
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項目 内容 備考 

ること、といった要件を QE に求めて

います。 

 （ｃ） J-Nomad の義務を遵守できる十分な機能と管理体制を

有していること 

 

（ｄ）新取引所とともに新市場を運営するパートナーとし

て、市場の発展に貢献する意欲と能力を有していること 

 

 

ｃ 資格要件の維持 ・J-Nomad は、上記に掲げた資格要件を常に維持しなければな

らないものとします。 

・新取引所は、必要に応じて J-Nomad

に対してヒアリングを実施し、必要

書類の提出を求めることができるも

のとします。 

ｄ 資格取消 ・新取引所は、J-Nomad が資格要件を満たさなくなった場合、

又は、適格でないと判断した場合、J-Nomad の資格取消を行う

ことができるものとします。 

・例えば、適切な J-QE の数を確保で

きない場合、「上場適格性の評価に係

る宣誓書（仮称）」に反する重大な事

項が認められた場合が想定されま

す。 

・新取引所は、資格取消のほか J-Nomad

に対して、勧告等必要な措置を実施

することができるものとします。 

（３）J-Nomad に関する料金 ・J-Nomad は、新取引所に対して、新規登録料及び継続登録料

を支払うものとします。 
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２．上場制度 

項目 内容 備考 

（１）新規上場 

 ａ 新規上場要件 

 

・新市場における新規上場要件は次のとおりとします。 

（ａ）自社を担当する J-Nomad を確保していること 

 

 

 

 

 

 

・新取引所の上場制度においては株主

数、流通株式、上場時価総額、事業

継続年数、純資産の額、利益の額等

に係る要件は定めないものとしま

す。また、事業の成長性についての

要件も定めないものとします。これ

らの要素については、J-Nomad が投資

家ニーズに適うかどうか等の観点か

ら評価することになります。 

 （ｂ）新規上場申請書類に虚偽の記載がないこと 

 

 

 

・新規上場申請書類は、有価証券報告

書に準じたものとし、上場承認時に

公表するものとします。 

・新規上場申請書類の言語について

は、後述する（３）ｃの開示言語と

同様とします。 

 

 （ｃ）直前年度の財務書類について、公認会計士等による監

査証明が添付されていること 

・監査証明の内容としては、「無限定

適正意見」またはこれに準じるもの

を求めることとします。 

・監査証明が付された財務書類が直前

年度のものだけでなく、前年度、前々

年度のものも提出可能な場合には、
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項目 内容 備考 

最大過去３期分の提出を求めること

とします。 

 （ｄ）新規上場申請に係る有価証券につき譲渡制限が付与さ

れていないこと 

 

 

 （ｅ）株式事務代行機関を設置すること、又は、上場の時ま

でに設置する見込みがあること 

 

 

 （ｆ）指定保管振替機関における取扱いに係る同意又は上場

の時までに同意する見込みがあること 

 

 

 

 （ｇ）新規上場申請書類については、J-Nomad の協力の下に

作成すること、また、法律専門家の検証を受けること 

・検証を行う法律専門家及び財務書類

の監査を行う公認会計士等について

は、新規上場申請会社が適切な選定

を行うよう、J-Nomad は最大限努力し

なければならないものとします。 

 （ｈ）流通市場の機能及び株主の権利を尊重すること 

 

 

 （ｉ）事業を公正かつ忠実に遂行していること 

 

 

 （ｊ）コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に

整備され、機能していること 

・コーポレート・ガバナンスの評価に

ついては、上場会社になることを念

頭に置いた、新規上場申請者の取締

役（社外取締役を含む）の適切性、
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項目 内容 備考 

取締役会機能の有効性及び上級役職

員の適切性を J-Nomad は確認するも

のとします。 

 （ｋ）適切な会計基準を採用すること ・適切な会計基準とは、以下のいずれ

かの基準とします。 

* 日本基準 

* 国際会計基準 

* 米国基準 

* 上記３基準と同等であることを、

J-Nomad と公認会計士等が、合意の上

適切に判断した基準（この場合には、

上記３基準のいずれかとの差異を開

示（いわゆる調整開示）するものと

します。） 

 （ｌ）適時開示を適切に行うことができる状況にあること 

 

 

 （ｍ）その他新取引所が都度定める事項に適合すること 

 

 

ｂ 上場申請 ・新市場への有価証券の上場は、発行者からの申請により行う

ものとします。 

・新規上場申請者は、上場予定日の１０営業日前（仮）までに

新取引所に上場申請を行うものとします。 

・新規上場申請者は、新規上場申請書類を、J-Nomad の「上場

適格性の評価に係る宣誓書（仮称）」とともに、上場予定日の

３営業日前（仮）までに新取引所に提出しなければならないも

・上場申請は、J-Nomad を通じて行う

ものとします。 

・左記の（仮）としている期限は、英

国 AIM のルールであり、新市場にお

ける期限等は、これを参考に、関係

者の実務の対応可能性を踏まえ、今

後決定します。 
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項目 内容 備考 

のとします。 ・なお、J-Nomad は、新取引所に対し

て、期限よりも前に、新規上場申請

者にかかる相談・照会を行うことが

できます。 

ｃ 上場承認 ・新取引所は、新規上場申請書類に不備がないことを確認する

とともに、上場適格性についての J-Nomad の評価及び宣誓を踏

まえ、上場承認を行うものとします。 

・ただし、新取引所は、申請に係る有価証券の上場が、新市場

の信頼を毀損し、円滑な市場運営に支障が生じる可能性がある

と認識した場合、上場承認を行わないものとします。 

 

・新取引所は、上場承認後速やかに、

承認を行った旨を公表するものとし

ます。 

（２）上場継続要件   

ａ J-Nomad との担当関係

の維持 

・上場会社は、J-Nomad との担当関係を維持しなければならな

いものとします。 

 

・J-Nomad との担当関係が維持できなくなった場合、１ヶ月以

内に新たな J-Nomad を確保しなければならないものとしま

す。 

・上場会社が外国法人である場合、既

存市場で求めている代理人の設置は

求めません。 

・新たな J-Nomad の確保が行えなかっ

た場合、当該上場会社が発行する有

価証券は上場廃止となります。 

 

ｂ 事業を継続的に行える

状況にあること 

 

・上場会社は、事業を継続的に行える状況でなければならない

ものとします。 

・事業を継続的に行える状況でない場

合とは、例えば、破産手続、再生手

続又は更正手続を必要とするに至っ

た場合、銀行取引が停止された場合

又は停止されることが確実となった

場合などが想定されます。 
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項目 内容 備考 

 

（３）上場後の義務   

ａ 適時開示 ・上場会社は、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会

社情報の開示を行わなければならないものとします。 

・新市場における、上場会社の決定事実及び発生事実に係る適

時開示基準は、東証既存市場における基準と同様とします（非

上場親会社等の情報開示に係る基準を除く。）。 

・上場会社の会社情報の適時開示は、

ＴＤｎｅｔを利用して行うものと

し、開示資料の新取引所への送信は

J-Nomad を通じて行うものとします。 

・上場会社の業績予想について新取引

所は開示の要請は行わないものとし

ます。 

ｂ 決算情報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上場会社は、適切な会計基準により作成した決算情報の開示

を年に２回以上行わなければならないものとします。 

・このうち年次の決算情報については、有価証券報告書に準じ

た書式により開示することとします。 

・有価証券報告書に準じた書式による

年次の決算情報の開示の際には、監

査証明を付するものとします。 

・中間時の決算情報の開示の際には公

認会計士等の監査若しくはこれに準

じたものを受けた証明を付するもの

とします。 

・年次、中間時いずれの場合において

も監査証明等を付した開示の前に、

決算情報の内容が定まった場合に

は、直ちに適時開示を行うものとし

ます。 

・有価証券報告書に準じた書式による

開示を行う以前に、決算情報の開示

を行っている場合は、その決算情報

を当該書式に組み込むことができる
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 ものとします。 

・四半期開示の実施は任意とします。 

・新市場の上場会社には、金商法にお

ける内部統制報告書の作成義務はあ

りません。 

ｃ 開示言語 ・上場会社は、会社情報を開示する言語として、英語または日

本語を選択するものとします。 

 

 

・新規上場時に選択した言語は、株主

総会での同意など適切な意思決定手

続を経た場合にのみ、変更できるも

のとします。 

・上場会社及び J-Nomad は、内外投資

家への情報提供充実の観点から、積

極的に英→日、日→英の翻訳･開示を

進めることが期待されます(任意)。 

ｄ 提出書類 

 

 

 

・上場会社は、株主向け送付書類、その他、上場会社がコーポ

レートアクションを実施した際、新取引所が求める書類を提

出しなければならないものとします。 

・新取引所への書類提出は、J-Nomad

を通じて行うものとします。 

 

ｅ 変更上場 

 

 

 

・上場会社は、ファイナンス等を実施し、上場株式数を変更す

る場合、新取引所に対して変更上場申請を提出しなければな

らないものとします。 

・変更上場申請は、J-Nomad を通じて

行うものとします。 

 f その他 

 

 

・上場会社は、上記(1)a 新規上場要件(h),(i),(j)について、

上場後も充たさなければならないものとします。 

 

（４）上場廃止 ・新取引所は、上場会社が上場継続要件を満たさなくなった場  
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合又は公益又は投資者保護の観点から適当と認める場合、当

該上場会社の発行する有価証券の上場を廃止します 

・上場会社は、株主総会での同意など適切な意思決定手続を経

て、その発行する上場有価証券の上場廃止を申請することが

できるものとします。 

（５）上場に関する料金 

 

・上場会社は、新取引所に対して、新規上場料、年間上場料の

他、新株が発行された場合の追加料金を支払うものとします。

・料金の体系は、マザーズの現行体系

を参考にします。 

（６）実効性の確保 ・新取引所は、必要と認めた場合、上場会社に対して勧告等必

要な措置を実施することができるものとします。 
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新市場における売買制度及び清算・決済制度について 

 

○概要 

項目 内容 備考 

Ⅰ 売買制度   

１．立会市場   

（１） 立会日等 ・立会日及び半休日は、東証立会市場における立会日及

び半休日と同一とします。 

 

・半休日については、東証立会市場と同様、

年末納会日は平成２１年年末より、年始発

会日は平成２２年年初より、それぞれ終日

立会とします。 

 

（２） 立会時間 ・立会時間は、東証次世代システム稼働までの間につい

ては、東証立会市場における立会時間と同一とします。

・東証において次世代システムが稼働した後について

は、別途検討します。 

 

・注文受付時間についても東証立会市場と同

一とします。 

・例えば、午後立会終了時間の延刻の可能性

などについて検討します。 

（３） 売買の種類 ・売買の種類は、東証立会市場における売買の種類と同

一とします。 

 

・当日決済取引（同一取引参加者間に限りま

す。）、普通取引及び発行日決済取引（内国株

券に限ります。）とします。 
 

（４） 売買締結の方法等 ・売買締結の方法等については、東証立会市場と同一と

します。 

 

・個別競争売買とします。 
 

（５） 呼値の方法等 ・売買は原則として東証次世代システムを利用して行う

こととします。 

・ただし、東証次世代システム稼働までの間については、

・次世代システムにおいては、新市場の取引

所区分を設定します。 

・東証株式売買システムにおいては、新市場
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項目 内容 備考 

東証株式売買システムを利用して行うこととします。

 

用の新たな取引所区分及び市場区分を設け

ず、東証の市場区分（新市場内国株券につい

ては東証市場第二部、新市場外国株券につい

ては東証外国株）のなかに新市場銘柄を設定

します。 

 ・呼値の単位、呼値の制限値幅及び注文の種類について

は、原則として、内国株券については東証立会市場に

おける内国株券と、外国株券については東証立会市場

における外国株券と、それぞれ同様とします。 

・自己／委託区分及び空売り区分等について

も、東証立会市場と同様に明示することとな

ります。 

 ・呼値の制限値幅の基準値段は、原則として、前日の最

終値段とします。 

・東証立会市場の内国株券と同様とします。

なお、権利落日については、基準値段の調整

を行います。 

 

（６） 売買単位 ・内国株券については、１００株とします。  

 ・外国株券については、原則として１００株とします。

 

 

（７） 約定値段等の公表等 ・新取引所は、売買が成立したときは、新取引所が定め

るところにより、その約定値段を公表します。 

・銘柄別の価格情報及び取引高については、

東証相場報道システムを利用してリアルタ

イム配信を行います。 

 ・新市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、

原則として新市場ウェブサイトを通じて行うものとし

ます。 

 

・新市場における毎日の総取引高等について

は、東証相場報道システムを利用してのリア

ルタイム配信は行いません。 

（８） 売買の停止 ・新市場における売買の停止に関する取扱いは、原則と

して東証立会市場と同様とします。 
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項目 内容 備考 

 

（９） 売買を円滑にする取

引参加者 

・J-Nomad（仮称）が確保すべき担当上場銘柄の売買を
円滑にする取引参加者の権利及び義務の内容につい

ては、今後検討します。 

・売買システム上、「売買を円滑にする」ため

の注文は、通常の注文として発注していただ

きます。 

 

（１０） 信用取引 ・新市場上場銘柄は、制度信用の対象としません。 

 

 

２．立会外市場   

（１） 取引区分 ・東証ＴｏＳＴＮｅＴ市場における単一銘柄取引と同様

の制度を設けます。 

 

・東証ＴｏＳＴＮｅＴ市場におけるバスケッ

ト取引、終値取引、自己株式立会外取引と同

様の制度は設けません。 

・新市場に上場する銘柄は、その立会市場と

立会外市場の両方に上場することになりま

す。 

 

（２） 取引時間 ・午前８時２０分から午後５時までとします。 

 

・注文受付時間も同様とします。 

（３） 売買の種類 ・普通取引及び当日決済取引（同一取引参加者間に限り

ます。）とします。 

 

 

（４） 売買締結の方法 ・買付申込みと売付申込みが合致した場合に約定するこ

ととします。 

 

 

（５） 呼値の方法等 ・ＦＡＸにより行うこととします。 ・東証新派生売買システムは利用できま 
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項目 内容 備考 

  

・呼値は直前の立会取引の最終値段から±７％の範囲内

で行うこととします。 

 

せん。 

 

Ⅱ 清算・決済制度   

１．清算機関・決済機関におけ

る取扱い 

・新市場において成立した内国株及び外国株の売買の決

済は、東証市場における売買と同様、㈱日本証券クリ

アリング機構（以下「クリアリング機構」という。）

の業務方法書の定めるところにより、清算参加者とク

リアリング機構との間で行うものとします。 

・証券決済については、東証市場における取引に係る決

済と同様、㈱証券保管振替機構（以下「保振機構」と

いう。）における口座振替により行うものとします。

また、資金決済についても、東証市場における取引に

係る決済と同様の取扱いとします。 

 

・クリアリング機構において、所要の制度整

備が行われることを前提とします。 

 

 

 

・保振機構において、所要の制度整備が行わ

れることを前提とします。 

 

２．クリアリング機構における

清算制度 

（本項の記載内容については、クリアリング機構におい

て決定されたものではありませんので、今後変更され

る可能性があります。） 

 

 

（１） 清算参加者制度 ・新市場における取引については、クリアリング機構の

現物清算資格における清算対象取引に含まれます。 

・清算資格の取得に係る要件等については、当分の間、

現行制度どおりとなります。 

 

 

 

・クリアリング機構の現行制度において、金

融商品取引業者及び登録金融機関のみが清

算資格の取得申請を行うことが可能とされ 
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  ており、日本国内に拠点を有さない外国会

社は、同機構の清算資格を取得することが

できません。外国会社が取引参加者となる

場合は、他社清算参加者に清算を委託する

ことになります。 

 （２） 清算制度   

ａ 債務引受 ・現行制度どおりとなります。 

 

 

ｂ ネッティング ・東証市場における売買と同様、他の現物商品に係る取

引所取引とネッティングされることとなります。 

 

 

ｃ 決済方法 ・ＤＶＰ決済となります。 

 

・業務処理のスケジュール・方法については、

株券の清算に係る現行制度と同様となりま

す。 

 

３．保振機構における決済制度 （本項の記載内容については、保振機構において決定さ

れたものではありませんので、今後変更される可能性

があります。） 

 

 

 ・内国株については株式等振替制度において取り扱われ

ます。 

・外国株については外国株券等保管振替決済制度におい

て取り扱われます。 

 

 

 

・保振機構では、2009 年 1 月の内国株券の電

子化にあわせ、外国株の取引所取引の決済に

係る口座振替及び一般振替 DVP 制度を利用し

た口座振替について、内国株式と同様とする
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項目 内容 備考 

予定です。 

 

４．その他 ・清算参加者と非清算参加者との決済については、東証

市場における清算参加者と非清算参加者との間の決

済制度と同様とします。 
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新市場における取引参加者制度について 
 

○概要 

項目 内容 備考 
1．取引参加者制度 
 
（1）取引参加者 
 ①取引参加者 
 
 

 
 
 
・取引参加者とは、新市場において有価証券の

売買等を行うための取引資格を有するものを

いいます。 
 

 
 
 
・参加者の種類は１種類です 
 
 

 ②新市場における有価証券の売

買等の態様 
 
 
 

・取引参加者は、現物清算資格を保有する場合

は、自らの名において新市場の有価証券の売

買等を行うこととし、現物清算資格を保有し

ない場合は、清算受託契約を締結し、有価証

券等清算取次ぎの委託を行うものとします。 
 

・現物清算資格とは株式会社日本証券クリ

アリング機構の業務方法書に規定する

現物清算資格をいいます。 
 
 

（2）取引資格の取得 
 ①取得の申請 
 
 
 
 
 
 
 

 
・取引参加者になろうとする者は、取引資格の

取得申請を行うこととします。 
 
 
 
 
 
 
 

 
・新市場設立時から新市場システム稼働ま

での間（以下「当初期間」といいます。）

においては、株式会社東京証券取引所

（以下「東証」といいます。）の総合取

引資格を有する者のみに取引資格を付

与することとします。ただし、当初期間

終了後、引き続き取引資格を保有する場

合は、取得の申請を行うこととします。

 ②取得対象者 
 
 

・取引資格を取得できる者は、金融商品取引業

者又は取引所取引許可業者とします。 
 

・取引所取引許可業者とは、いわゆるリモ

ート取引参加者のことです。 
 

 ③取得の承認 
 
 
 
 

・新取引所は、②のうち東証の総合取引資格を

有する者又はロンドン証券取引所の会員資格

を有する者若しくは新取引所が定めるところ

による審査により適当であると認められる者

に取引資格の取得を承認します。 
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 2

項目 内容 備考 
 ④取得にかかる費用 
 ａ．入会金 
 
 
 ｂ．審査料 
 
 ⑤通知・公告 
 

 
・取引資格を取得する際には入会金を納入する

こととします。 
 
・審査料は別途定めることとします。 
 
・取得の承認を与えたときは、各取引参加者に

通知し、その旨を公告します。 
 

 
・当初期間に資格を付与された者は、入会

金の納入は要しないものとします。 
・入会金の額は別途定めることとします。

 
 
 
 
 

（3）取引参加者の主な義務等 
 ①法令所規則等の遵守 
 
 

 
・取引参加者は、法令及び新取引所の規則等を

遵守しなければなりません。 
 

 
 
 
 

 ②取引参加者契約の締結等 
 
 
 

・取引参加者は、新取引所との間で取引参加者

契約を締結するとともに、取引参加者代表者

を選任しなければなりません。 
 

 
 
 
 

 ③取引参加料金の納入 
 
 

・取引参加者は所定の取引参加料金を納入しな

ければなりません。 
 

・取引参加料金は別途設定いたしますが、

当初期間は基本料を免除いたします。 
 

 ④信認金の預託 
 
 

・取引参加者は、信認金を新取引所に預託しな

ければなりません。 
・信認金は現金による預託とし、その額は

別途定めることとします。 

 ⑤届出・報告事項 
 

・取引参加者は、所定の事項について、新取引

所に届出・報告を行うこととします。 
 

 
 

 ⑥受託の制限 
 
 
 

・取引参加者は、原則として特定投資家等以外

の者から売買に係る注文を受託してはならな

いこととします。 
 

・改正金融商品取引法第 117条の 2第 2項
により制限を設けることになります。 
・特定投資家等とは主に以下の者をいいま

す。 
a適格機関投資家 

 b上場会社 
 c資本金 5億円以上の株式会社 
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項目 内容 備考 
 d上記以外の法人 
 e純資産額及び金融資産 3億円以上かつ 
  1年以上の取引経験のある個人 
（d及び eは証券会社への申出と、証券会
社による承諾が必要です。） 

（４）取引資格の喪失 
  
 
 

・取引資格を喪失しようとする取引参加者は、

取引資格の喪失申請を行い、新取引所の承認

を得る必要があります。 
 

 
 
 
 

（５）取引参加者の処分等 
 ①処分 
 
 
 

 
・新取引所は、取引参加者が法令所規則に違反

した場合、当取引所の調査を拒否した場合等

には処分を行えることとします。 
 

 
 
 
 
 

 ②処置 
 
 
 
 

・新取引所は、取引参加者の支配関係が当取引

所の市場の運営に鑑みて適当でないと認めら

れるときの変更請求に応じない場合等には処

置を行うことができることとします。 
 

 
 
 
 
 

 ③処理 
 
 
 

・ 新取引所は、取引参加者が法令により業務の

全部若しくは一部の停止又は登録の取消し

を受けた場合等には、措置を行うことができ

ることとします。 

・処分等の内容に応じ有価証券の売買等の

停止、制限又は取引資格の取消しを行い

ます。 
 

 
 

以  上 


